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障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主等に対し、常時雇用する従業員の一定割

合（法定雇用率、民間企業の場合は２．５％）以上の障害者の雇用を義務付けていますが、

本県の民間企業の実雇用率は２０２４年６月１日現在で２．３３％に留まっています。 

このため、県では雇用機会の拡大を図るため、障害者雇用における新たな働き方として注

目される「テレワーク」について、導入のポイントや実践事例を紹介するセミナーを下記の

とおり開催いたします。 

現在参加者の募集を行っておりますので、報道各社におかれましては、ぜひ周知・広報に

ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 日  時   ２０２５年８月２８日（木） １４：００～１６：００ 

２ 形  態   オンライン(Webex) 

３ 内  容 

 第一部  テレワーク雇用の進め方 

       講師 株式会社 asokka 代表取締役 倉持 利恵 氏 

  第二部  事例紹介 

        講師 価値住宅株式会社 代表取締役 高橋 正典 氏 

４ 参 加 費  無料 

５ 申込締切  ２０２５年８月２０日（水） 

６ 申込方法   

下記 WEB フォームまたは別添チラシの ORコードによりお申し込みいただくか、 

別添チラシ裏面の参加申込書をメールまたは FAX にて送信 

https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=74124 

 

 

２０２５年７月２８日 

茨城県産業戦略部労働政策課 

雇用促進対策室 

担当：菊池 

電話：029-301-3645（内線 3644） 

障害者雇用テレワークセミナーを開催します 

https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=74124





